
別紙３を次のとおり改める。 
 
１．（１）②ヤのうち、（イ）を削り、同（ロ）イ）を（イ）とし、同（ロ）ロ）を（ロ）と

する。 
 
１．（２）④イのうち、「第１７８号」の下に「。以下「祝日法」という。」を加える。 
 
１．（２）⑥イのうち、「休日」の下に「（ただし、ハに掲げる日を除く。）」を加え、「、１月

２日及び１月３日（ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律施行規則（平成１０年厚生省令第９９号）第１条第１５号に定める
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、西日本高速道路株式会社が別に定
める日を除く。）」を削り、同ロの次に次のとおり加える。 

ハ 適用除外日 
次に掲げる日には、本割引を適用しない。 

 （イ）交通混雑期の交通の分散を目的として、次に掲げる休日を含む西日本高速道路株
式会社が別に定める日 

   イ）３日以上連続する休日 
   ロ）１２月２９日から翌年１月３日までの間の休日 
   ハ）祝日法第２条に定める昭和の日からこどもの日までの間の休日 
   ニ）祝日法第２条に定める山の日から８月１５日までの間の休日 
   ホ）祝日法第２条に定める敬老の日 

（ロ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成１０年
厚生省令第９９号）第１条第１６号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止を目的として、西日本高速道路株式会社が別に定める日 

 
１．（２）⑯イのうち、「、武雄佐世保道路又は佐世保道路」を「又は武雄佐世保道路」に改

める。 
 
１．（２）⑱イのうち、「第１５号」を「第１６号」に改める。 
 
１．（２）⑲ロのうち、「は西日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までに限る」を

「を除く」に改める。 
 
別添３のうち、 
「             「 
 
 
 
           」を                 」に、 
 
「阿波ｽﾏｰﾄ」を「阿波市場ｽﾏｰﾄ」に、 
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   「             「 
 
 

 
           」を                 」に改める。 
 
別添８のうち、 
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           」を 
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       」に改める。 
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